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殿

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令の公布について

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第28号)については、本日、別添のと

おり公布され、順次施行される。改正の趣旨及び内容等については下記のとお

りであるので、御了知の上、関係医療機関等に周知いただくようお願いする。

厚生労働省医政局長

(公印省略)

第1 改正の趣旨

医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)の施行に伴い、厚

厚生労働省保険局長

(公印省略)

記

1



生労働省関係省令の整備を行う。

第2 改正の主な内容

1 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(第1条関係)

①医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修

了医師((3)において「医師少数区域等認定医師」という。)の認定の要件

のうち、医師の確保を図るべき区域において診療等に従事した期間につ

いて、現行の6か月以上の期間から、 1年以上の期間に延長するほか、

対象区域として、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第11

号イ②に規定する都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区

域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域を追加する。

②開設許可の申請及び診療所開設の届出事項について、外来医師過多区

域(医療法第30条の18の6第1項の指定を受けた区域をいう。以下同じ

。)に診療所(医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を

有しないものに限る。)を開設する場合には、外来医師過多区域における

診療所開設に係る事前届出、医療法第30条の18の6第4項の協議の場に

おける協議及び同条第6項の規定による要請に係る事項を求めること

とする。

③医師少数区域等認定医師を管理者とする病院について、現行の地域医

療支援病院に加え、医療法第31条に規定する公的医療機関である病院、

独立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地域医療機能

推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設

する病院を追加する。

また、上記病院が、臨床研修等修了医師であって医師少数区域等認定

医師でないものを管理者とすることができる場合として、 6か月以上医

師少数区域等で勤務(医師少数区域等での勤務に係る6か月以内の期間

は、臨床研修の期間も含めることが可能。医師少数区域等以外の区域の

臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も6か月以内に限り

含めることが可能。)かつ1年から当該機関勤務期間を引いた残りの期

間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策

協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験をした者として、都

道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合とする。

④外来医師過多区域における地域外来医療の要請等に関し、

・当該区域の指定にあたって、その基準として外来医師偏在指標(全

国平均値に標準偏差の1.5倍を加えた値以上)及び可住地面積当たり

診療所数全国上位10%以上を用いる旨を規定する。

・医療法第30条の18の6第3項に規定する厚生労働省令で定める診療

所開設に係る事前届出の例外となる「やむを得ない場合」は、以下の



とおりとする。

i 外来医師過多区域における診療所(医業を行う場所であって、患

者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この④にお

いて同じ。)の廃止が予期されなかったものである場合であって、そ

の開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設し

ようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の

開設地の都道府県知事が認める場合

ii 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域に

おいて診療所を開設しようとする場合であって、当該診療所を開設

する日の6か月前までに医療法第30条の18の6第3項の届出を行

うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診

療所の開設地の都道府県知事が認める場合

Ⅲこれらのほか、やむを得ない事情があると当該診療所の開設地の

都道府県知事が認める場合

医療法第30条の18の6第3項に規定する厚生労働省令で定める診

療所開設に係る事前届出事項は以下のとおりとする。

i 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる

事務所の所在地)

ii 診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、そ

の開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名

称及ぴ主たる事務所の所在地)

iii 開設予定の診療所の名称

iV 開設予定の場所

V 診療を行おうとする科目

Vi 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員

Ⅵi 開設の予定年月日

Ⅷその開設予定の場所に係る外来医師過多区域における医療法第

30 条の 18 の5第1項第1号イに規定する地域外来医療(以下単に

「地域外来医療」という。)の提供に関する意向の有無

iX 地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域

外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)

X 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由

医療法第30条の18の6第4項に規定する厚生労働省令で定める者

は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者又は診療

所を開設した者であって、以下に掲げる者とする。

i 医療法第30条の18の6第3項の届出を行わなけれぱならなかつ

た者であって、当該届出を行わなかった者



ii 外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかったもの

である場合であって、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で

直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情

があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合に該当

する者

Ⅲ都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域にお

いて診療所を開設しようとする場合であって、当該診療所を開設す

る日の6か月前までに医療法第30条の 18の6第3項の届出を行う

ことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療

所の開設地の都道府県知事が認める場合又はこれらのほか、やむを

得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める

場合に該当する者であって、当該診療所の開設地の都道府県知事が

医療法第30条の18の6第3項の届出が必要であると認めた者

その他所要の改正を行う。⑤

2 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規

則(平成元年厚生省令第34号)(第2条及び第3条関係)

m 医療機関が地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律(平成元年法律第64号。以下「総確法」という。)第7条の2第

1項の事業に基づき病床の数を削減したときに、都道府県が同条第2項

の規定により医療計画において定める基準病床数を削減する場合から、

以下の病床の数を削減した場合を除くこととする規定を新設する。

,医療法第30条の4第10項から第12項までの規定に基づき行った

許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5

条の3第2項若しくは第5条の4第2項の規定に基づき厚生労働大

臣の同意を得た数又は同令第5条の4の2第2項に基づき都道府県

知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得

た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。)

・次に掲げる病床の数

i 医療法施行規則第30条の33第1項第1号に規定する病院又は

診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに総確法第7条の2第1

項に規定する事業に基づき削減した病床数に1から同号の式によ

り算定した数を控除した数(当該数が、0.95以上であるときは1)

を乗じて得た数に限る。)

ii 放射線治療病室の病床の数

楢国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数



iV 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律(平成15年法律第 110号)第16条第1項の規定

により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院

の病床の数(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号

の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るもの

に限る。)

・国家戦略特別区域法(平成25年法律第 107号)第 14条第 1項の

規定に基づき行った許可に係る病床の数(同条第2項に規定する病

床の数を超えるときは当該数に限る。)

・良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を

改正する法律(平成 18年法律第84号)附則第3条第1項及び第2

項各号に規定する病床の数

②令和9年4月1日に総確法第7条の2の規定が削除されることに伴い

①の規定を削除する。

③その他所要の改正を行う。

3 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に

関する省令(昭和32年厚生省令第 13号)(第5条関係)

m 保険医療機関の指定の申請等の際に、当該保険医療機関の管理者とな

ろうとする者が健康保険法第 70 条の2第1項に掲げる要件のいずれに

も該当することを証する書類の添付を求めることとする。

②保険薬局の指定の申請等の際に、当該保険薬局がオンライン診療受診

施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オ

ンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32

年厚生省令第16号)第2条の3第1項第1号に規定する別に厚生労働大

臣が定める要件に該当することを示す書類の添付を求めることとする。

③健康保険法第68条の2第1項の厚生労働省令で定める期限について、

次に掲げる区分に応じて規定する。

i 医療法第30条の18の6第6項の規定による都道府県知事の要請を

受け、これに応じなかった又は同条第9項の規定による都道府県知事

の勧告を受けた(当該勧告に従った場合を除く。)開設者又は管理者が

開設又は管理する診療所が指定を受ける場合 3年

ii 医療法第30条の18の6第9項の規定による都道府県知事の勧告を

受け、 iの規定により3年の期限が付された又はこの規定により2年

の期限が付された健康保険法第 63 条第3項第1号の指定を受けた診

療所の開設者又は管理者が当該勧告に従わず、当該診療所が再度の指



定を受ける場合 2年

④その他所要の改正を行う。

4 その他関係省令

健康保険法施行規則(大正 15年内務省令第36号)その他の関係省令につ

いて所要の改正を行う。

5 施行期日

令和8年4月1日から施行する。ただし、 2d)及び4の一部は公布の日、

2②及び4の一部は令和9年4月1日から施行する。
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の
知
事
が
定
め
た
も
の

る
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
(
以
下
「
医
師
少
数
区
域
等
」
と
い
う
J
に
所
在
す
る
病
院
又
は
診
療

所
(
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
の
二
に
お
い
て
「
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
、
一

年
以
上
の
期
問
診
療
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
病
院
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
全
て
の
業
務
を
行
つ
た
経
験
と

す
る
。

後

3
 
(
略
)

第
一
条
の
十
四
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
(
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
石
ぢ
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
(
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
)
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
J
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
 
S
十
六
(
堕

(
賂

目
次第
一
章
S
第
四
章
の
二
の
三
(
略
)

第
四
章
の
二
の
四
地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十

四
1
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
)

第
四
章
の
三
S
第
七
章
(
略
)

(
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
に
お
け
る
経
験
を
有
す
る
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
の
認
定
等
)

改

号
に
規
定
す
る
区
域
(
法
第
三
十
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
区
域
を
除
く
。
)
内
の
区
域
で
あ
つ
て
、

医
師
の

確
保
を
特
に
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
区
域
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
定
め
た
も
の
と
す
る
。

(
新
設
)

正

附
則

(
新
設
)

2
 
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
経
験
は
、
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
が
、
同
項
に
規
定
す

る
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
ぺ
き
区
域
に
所
在
す
る
病
院
又
は
診
療
所
(
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
の
二
に
お

い
て
「
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
」
と
い
う
J
に
お
い
て
、
六
月
以
上
の
期
問
診
療
に
従
事
し
、
か
っ
、

当
該
病
院
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
全
て
の
業
務
を
行
つ
た
経
験
と
す
る
。

前

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

-
 
S
三
(
略
)

3
 
(
略
)

第
一
条
の
十
四
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
(
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

、

はそ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
(
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
J
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
 
S
十
六
(
略
)

附
則
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十
七
開
設
者
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
(
以
下
「
外
来
医
師
過
多
区
域
」

と
い
う
J
に
お
い
て
、
診
療
所
(
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し

な
い
も
の
に
限
る
。
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
)
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
(
同
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で

あ
つ
て
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

条
第
四
項
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
係
る
事
項

2
S
玲
(
略
)

第
四
条
診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
(
略
)

二
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三

る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
者
を
除
く
。
)
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
届
出
、
同

報

号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三
(
略
)

(
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
を
管
理
者
と
す
る
病
院
等
)

官

第
七
条
の
二
法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
に
掲
げ
る
病
院
と
す
る
。

一
地
域
医
療
支
援
病
院

二
前
号
に
掲
げ
る
病
院
以
外
の
病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
病
院

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
及
び
第
三
十
一
条
の
二

に
お
い
て
単
に
「
ハ
ム
的
医
療
機
関
」
と
い
う
。
)
で
あ
る
病
院

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
開
設
す
る
病
院

口二
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
開
設
す
る
病
院

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

2

一
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
当
該
病
院
を
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
(
令
和
二

＼ノ

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
開
設
す
る
病
院

(
新
設
)

年
四
月
一
日
以
降
に
臨
床
研
修
(
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
い
う
。
第
九
条

の
二
十
第
一
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
J
を
開
始
し
た
医
師
以
外
の
医
師
に
限
る
。
)
に
病
院
を
管
理
さ

せ
る
場
合

二
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

三
医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
診
療
、
医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
臨
床
研
修
又
は
医
師
少
数
区
域
等
所
在

9

2
S
玲
(
略
)

第
四
条
診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
盲
ぢ
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
(
略
)

二
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号

病
院
等
で
な
い
病
院
の
う
ち
臨
床
研
修
病
院
等
(
医
師
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
病

院
等
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
お
け
る
臨
床
研
修
指
導
医
(
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
)
第
四
条
第
一
項
第
十

五
号
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
指
導
医
を
い
う
J
と
し
て
の
業
務
そ
の
他
の
医
師
少
数
区
域
等
所
在
病
院
等
で

な
い
病
院
に
お
け
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
指
導
に
係
る
業
務
を
合
計
し
て
六
月
以
上
経
験
し
た
者
で
あ
つ

及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項

三
(
略
)

(
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
を
管
理
者
と
す
る
病
院
等
)

第
七
条
の
二
法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
地
域
医
療
支
援
病
院
と
す
る
。

薪
設
)

薪
設
)

法
第
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

2

一
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
当
該
病
院
を
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
(
令
和
二

年
四
月
一
日
以
降
に
臨
床
研
修
を
開
始
し
た
医
師
以
外
の
医
師
に
限
る
。
)
に
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

薪
設
)

薪
設
)

令和8年3月19日木曜日

イ1

(号外第58号)



て
、
か
つ
、
一
年
か
ら
当
該
診
療
の
期
間
及
び
六
月
以
内
の
期
問
に
限
り
当
該
臨
床
研
修
又
は
当
該
指
導
に

係
る
業
務
の
期
間
の
合
計
を
除
い
た
期
間
、
病
院
又
は
診
療
所
へ
派
遣
さ
れ
て
行
う
診
療
、
臨
床
研
修
病
院

等
に
お
け
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
指
導
そ
の
他
の
業
務
で
あ
つ
て
病
院
等
の
管
理
者
と
な
る
に
当
た
り
経

験
す
る
必
要
の
あ
る
業
務
と
し
て
地
域
医
療
対
策
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
も
の
に
従
事
し
た
者
と

し
て
、
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
病
院
を
管
理
さ
せ
る
場
合

四
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
任
の
病
院
の
管
理
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
予
期
し
な
か
つ
た
も
の

で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
に
当
該
病
院
を
管
理
さ
せ
る

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
と
き

し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
の
二
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

靈
域
外
来
医
療
の
要
請
等
)

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
率
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に

係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
外
来
医
療
の
受
療
率
そ
の
他
の
要
素
を
勘
案
し
た
上
で
当
該
区
域
の
診
療
所

(
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
又
は
十
九
人
以
下
の
患

者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
J
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る

医
師
の
数
を
当
該
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
の
数
で
除
し
た
も
の
(
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
外
来
医
師
偏

報

在
指
標
」
と
い
う
J
と
す
る
。

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
標
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二

項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
可
住
地
面
積
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
診
療
所
の
数
(
次
項
第

二
号
に
お
い
て
「
可
住
地
面
積
当
た
り
診
療
所
懲
と
い
う
。
)
と
す
る
。

官

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
そ
の
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
外
来
医
師
偏
在
指
標
の
値
か
ら
全
国

の
外
来
医
師
偏
在
指
標
の
平
均
値
を
控
除
し
た
も
の
を
全
国
の
同
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
外
来
医
師
偏

在
指
標
の
標
準
偏
差
で
除
し
た
も
の
が
丁
五
以
上
で
あ
る
こ
と

二
そ
の
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
可
住
地
面
積
当
た
り
診
療
所
数
が
全

国
の
同
号
に
規
定
す
る
区
域
の
う
ち
上
位
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
診
療
所
の
廃
止
が
予
期
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ

の
開
設
者
以
外
の
者
が
当
該
診
療
所
の
所
在
地
で
直
ち
に
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

二
都
道
府
県
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
求
め
に
応
じ
て
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う

と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で
に
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項

一
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
任
の
病
院
の
管
理
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
に
当
該
病
院
を
管
理
さ
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
と
き

の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の

都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

三
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で

(
新
設
)

に
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
と
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
場
合

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
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法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。一
届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
(
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

二
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
届
出
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
の

住
所
及
び
氏
名
(
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
ぴ
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

三
開
設
予
定
の
診
療
所
の
名
称

四
開
設
予
定
の
場
所

五
診
療
を
行
お
う
と
す
る
科
目

六
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
定
員

七
開
設
の
予
定
年
月
日

八
そ
の
開
設
予
定
の
場
所
に
係
る
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
石
ぢ

う
。
)
に
対
し
、
臨
床
研
修
(
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)

を
受
け
て
い
る
期
問
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
条
件
(
以
下
ヨ
ー
ス
」
と
い
う
。
)
に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
医
療

提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
・
三
(
略
)

2
S
8
 
(
略
)

イ
に
規
定
す
る
地
域
外
来
医
療
(
以
下
単
に
「
地
域
外
来
医
療
」
と
い
う
。
)
の
提
供
に
関
す
る
意
向
の
有
無

九
地
域
外
来
医
療
を
提
供
す
る
意
向
が
あ
る
と
き
は
、
提
供
す
る
予
定
の
地
域
外
来
医
療
の
内
容
(
当
該
提

報

供
の
頻
度
及
び
時
期
に
関
す
る
事
項
を
含
む
J

十
地
域
外
来
医
療
の
提
供
に
関
す
る
意
向
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

官

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お

い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
診
療
所
を
開
設
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。一
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
を

行
わ
な
か
つ
た
者

二
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者

三
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
診
療
所
の
開
設
地
の
都

道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
の
届
出
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
者

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
診
療
所
に
つ
い
て
、
そ

の
開
設
地
に
係
る
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
し
な
い
理
由
、
当
該
外
来
医
師
過

多
区
域
に
お
け
る
開
設
が
必
要
で
あ
る
理
由
及
び
提
供
す
る
医
療
の
具
体
的
な
内
容
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
三
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

計
画
(
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。
)
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
(
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い

う
。
)
に
対
し
、
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
問
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に

関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
条
件
(
以
下
ヨ
ー
ス
」
と
い
う
。
)
に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県

の
区
域
に
所
在
す
る
医
療
提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
・
三
(
略
)

2
S
8
 
(
略
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
三
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

計
画
(
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。
)
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
(
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い
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第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

-
 
S
四
(
略
)

五
都
道
府
県
に
よ
る
医
師
の
派
遣
先
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
公
的
医
療
機
関
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

(
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
)

第
九
十
四
条
法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診

療
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
病
院
臨
床
研
修
に
係
る
業
務
で
あ
つ

て
、
一
定
期
間
、
集
中
的
に
診
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
基
本
的
な
診
療
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
当
該
業

務
に
従
事
す
る
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
一
年
に
つ
い
て
九
百
六
十
時
間
を
超
え
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
(
略
)

(
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
等
)

第
九
十
六
条
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一
(
略
)

二
次
に
掲
げ
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
(
略
)

報

口
臨
床
研
修
又
は
医
師
法
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
研
修
を
効
率
的
に
行
う
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事

項

2
 
(
略
)

2

靈
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
二
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
ぴ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

官

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は-
 
S
四
(
略
)

第
七
条
の
二
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
数
を

(
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
A
e

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
場
合
と
す
る
。

一
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
許
可
に
係
る
病
床
の
数

五
都
道
府
県
に
よ
る
医
師
の
派
遣
先
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
法
第
三
十
一
条
に
定
め
る
公
的
医
療
機
関
(
第

三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
単
に
穴
厶
的
医
療
機
関
一
と
い
う
J
に
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

(
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
)

第
九
十
四
条
法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診

療
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
病
院
同
項
の
臨
床
研
修
に
係
る
業
務
で

あ
つ
て
、
一
定
期
間
、
集
中
的
に
診
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
基
本
的
な
診
療
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
当

該
業
務
に
従
事
す
る
医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
が
一
年
に
つ
い
て
九
百
六
十
時
間
を
超
え
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
(
略
)

(
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
石
ぢ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
等
)

第
九
十
六
条
法
第
百
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一
(
略
)

二
次
に
掲
げ
る
事
項
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
(
略
)

(
医
療
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
)
第
五
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
同
令
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
に
基
づ
き

改

都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
に
限
る
J

二
次
に
掲
げ
る
病
床
の
数

医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
石
ぢ
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
数
(
当
該
病
床
の
種
別
ご
と
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

正

事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
病
床
数
に
一
か
ら
同
号
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
控
除
し
た
数
(
当
該
数
が
、

0
・
九
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
こ
を
乗
じ
て
得
た
数
に
限
る
。
)

後

口
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
臨
床
研
修
又
は
同
法
第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
研
修
を
効
率
的
に

行
う
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事
項

(
略
)

前

再
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

令和8年3月19日木曜日
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放
射
線
治
療
病
室
の
病
床
の
数

国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
)
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指
定
入
院
医

療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数
(
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
盲
ぢ

三
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
)
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た

の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
同
法
に
よ
る
入
院
に
よ
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

許
可
に
係
る
病
床
の
数
(
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
に
限
る
。
)

四
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
八

第
七
条
の
二

第
七
条
の
三
(
略
)

第
三
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

年
法
律
第
八
十
四
号
)
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
病
床
の
数

報

(
削
る
)

官

第
七
条
の
二
露
)

(
賂

第
七
条
の
二
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
数
を

(
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
A
e

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
場
合
と
す
る
。

一
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
許
可
に
係
る
病
床
の
数

侯
療
法
施
行
令
凾
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
)
第
五
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
同
令
第
五
条
の
四
の
二
第
二
項
に
基
づ
き

都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
厚
生
労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
数
又
は
当
該
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
数
に
限
る
。
)

二
次
に
掲
げ
る
病
床
の
数

医
療
法
施
行
規
則
露
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
数
(
当
該
病
床
の
種
別
ご
と
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
に
基
づ
き
削
減
し
た
病
床
数
に
一
か
ら
同
号
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
控
除
し
た
数
(
当
該
数
が
、

0
 
・
九
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
ご
を
乗
じ
て
得
た
数
に
限
る
。
)

放
射
線
治
療
病
室
の
病
床
の
数

国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
)
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指
定
入
院
医

書
線
部
分
は
改
正
部
分
)

療
機
関
で
あ
る
病
院
の
病
床
の
数
(
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
盲
ぢ

三
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
丑
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た

の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
同
法
に
よ
る
入
院
に
よ
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

許
可
に
係
る
病
床
の
数
(
伺
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
の
数
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
に
限
る
。
)

四
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
八

第
七
条
の
三
(
略
)

年
法
律
第
八
十
四
号
)
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
病
床
の
数
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(
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
四
条
健
康
保
険
法
施
行
規
則
(
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
三
号
(
表
面
)
中
「
侶
痴
藩
砺
潮
蓬
圏
」
を
「
朔
痴
藩
閑
潮
漆
墨
に
、
「
出
痴
添
園
滋
慈
藩
」
を
「
汁
痴
藩
園
潮
慈
聖
に
、
「
汁
1
辻
(
鵡
爵
)
」
を
「
け
t
+
(
鴫
鵬
)
」
に
、
「

(
鵡
艮
ご
に
、
「
U
 
痴
薄
園
一
を
「
Ⅲ
痴
藩
園
」
に
、
「
Ⅲ
1
汁
(
心
爵
)
」
を
「
冒
1
d
 
(
鵡
爵
)
」
に
改
め
、
同
様
式
(
裏
面
)
中
「
1
1
Ⅲ
(
鵡
誤
)
」
を
「
1
1
侶
(
嘩
爵
)
」
に
改
め
る
。

(
保
険
医
療
機
関
及
ぴ
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正

第
五
条
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
ぴ
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

(
指
定
の
申
請
)

第
三
条
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
言
ぢ
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
(
整

報

二
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
(
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
を
除
く
。
)
、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険

薬
剤
師
(
管
理
薬
剤
師
を
除
く
J
の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
び
番
号
並
び
に

担
当
診
療
科
名
を
記
載
し
た
書
類

三
・
四
(
略
)

官

五
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
(
以
下
こ
の
号
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
及
ぴ
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。
)
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営
を
行

う
場
合
に
は
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
(
昭
和
三

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
)

十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
邑
第
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要

第
八
条
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
(
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
に
限
る
。
)
に
掲

げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
指
定
の
申
請
)

第
三
条
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病

院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
は
、
様
式
第
石
ぢ
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
引
き
続
き
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
石
ぢ
に
掲
げ
る
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
(
略
)

二
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
保
険
医
(
管
理
者
を
除
く
。
)
、
薬
局
に
あ
つ
て
は
保
険
薬
剤
師
(
管
理
薬

剤
師
を
除
く
J
の
氏
名
及
び
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
記
号
及
ぴ
番
号
並
び
に
担
当
診
療
科
名
を

記
載
し
た
書
類

三
・
四
(
略
)

(
新
設
)

一
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

二
法
第
八
十
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

(
心
爵
)
」
を
「

(
新
設
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
関
す
る
届
出
)

第
八
条
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
管
理
者
、
管
理
薬
剤
師
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

二
法
第
八
十
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。
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三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
(
指
定
に
係
る

病
床
種
別
ご
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。
)
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。

を
行
う
こ
と
と
し
た
と
き
。

2
S
4
 
(
略
)

保
険
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営

第
九
条
の
二
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
に
係
る
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
年
(
新
設
)

(
保
険
医
療
機
関
の
期
限
付
指
定
の
期
限
)

以
内
の
期
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
要
請
を
受
け
、
こ
れ
に
応
じ
な

か
つ
た
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
た
(
当
該
勧
告
に
従
つ
た
場
合
を

除
く
。
)
開
設
者
又
は
管
理
者
が
開
設
又
は
管
理
す
る
診
療
所
が
指
定
を
受
け
る
場
合
三
年

二
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
、
前
号
の
規
定
に

報

よ
り
三
年
の
期
限
が
付
さ
れ
た
又
は
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
二
年
の
期
限
が
付
さ
れ
た
法
第
六
十
三
条
第
三

の
指
定
を
受
け
る
場
合
二
年

(
登
録
の
申
請
)

第
十
二
条
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名

簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
登
録
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
言
ぢ
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
ず
、
当
該
診
療
所
が
再
度

官

き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
場
合
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

二
薬
局
(
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
場
合
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

三
薬
局
で
あ
つ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
と
一
体
的
な
構
造
を
な
し
、
又
は
一
体
的
な
経
営
を
行
う

場
合
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

2
 
(
略
)

(
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
)

第
十
六
条
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

そ
の
ヒ
貝
そ
の
年
月
日
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

、

こ長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
一
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、一

(
略
)

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
(
指
定
に
係
る

病
床
種
別
.
こ
と
の
病
床
数
等
を
除
く
。
)
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
。

薪
設
)

2
 
S
4

(
略
)

二
法
第
八
十
一
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

2
S
4
 
(
略
)

昼
録
の
申
請
)

第
十
二
条
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
若
し
く

は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
登
録
申
請
書
に
医
籍
若
し
く
は
歯
科
医
籍
又
は
薬
剤
師
名

簿
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て
、
登
録
に
関
す
る
管
轄

地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
六
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
石
ぢ
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
併
せ
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
新
設
)

薪
設
)

薪
設
)

2
 
(
略
)

(
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
届
出
)

第
十
六
条
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

そ
の
旨
、
そ
の
年
月
日
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
を
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局

、

こ長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
が
第
石
万
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

は一
(
略
)

二
法
第
八
十
一
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

2
S
4
 
(
略
)
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令和8年3月19日木曜日

※医療機関(薬局)コート

①病院診療所

②保険医療機関の管理者・管理薬剤師

健康保険法第70条の2第1項に掲げ
る保険医療機関の管理者の要件を満
たしている旨

療 科診 名

開設者(法人の場合は代表者)

薬局

⑥

健康保険法第65条第3項第1号、第
3号から第5号までのいずれか(指
定欠格事由)に該当

医療法第30条のHの規定による勧告

医療法第30条の18の6の規定による
要請又は勧告

(表

保険医療機関
保険薬局

報

保険医・保険薬剤師・その他

⑨指定に係る病床種別ごとの病床数等

面)

指定申請書

口

上記のとおり申請します。
心、手Π 年 月

医師・歯科医師・保険医・薬保険医又は保険薬剤師
剤師・保険薬剤師・その他の登録の記号及ぴ番号

該当する法律名

内

(号外第58号)

保険医又は保険薬剤師

の登録の記号及ぴ番号

有・

地方厚生(支)局長

年月日

権者等

年月日

口要請又は勧告に従0ている
左棚で有の場合

口要請又は勧告に従っていない

(うち、一般病床床、療養病床床、精神病床床、結核病床
床床)
(特別の療養環境に係る病床床(個室床、2人室床、3人室
床))

開設者の氏名及び住所
日

床

16

(法人の場合は、名称、代表者の職氏名及び主たる事務所の所在地)

床、感染症病

床、 4人室

様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

式
第
一
号
(
第
三
条
関
係
)

称
地
名

在

名
所
氏

H
>
』
S
辯
吐

一
.
瓢
醒
黙
咲
π
@
,
@
'
@
'
@
江
咲
@
S
妻
升
黙
臨
8
X
冊
側
o
d
亙
吋
"
ル
0
 
@
江
咲
@
S
、
妻
升

黙
民
二
卓
ヲ
ロ
π
噸
'
↓
、
徴
二
"
ル
0

汁
赴
e
"
@
S
晝
π
0
仁
バ
昇
'
判
爵
易
烹
さ
辻
一
三
美
"
d
汁
才
獣
お
、
゛
ぎ
識
X
昇
漣
達
眞
汁
S

ぎ
告
冶
ヰ
゛
き
汁
艦
か
昇
'
浦
悌
o
d
呈
脅
"
ル

N
.
至
建
讐
命
県
園
潮
嘉
至
S
ネ
濯
畿
.
X
一
釜
隠
療
送
雪
d
y
か
ル
叫
昇
,
@
S
者
π
塗
寓
序
史
<
n
ル

W
.
@
S
杢
存
,
業
澪
園
淺
蓬
亟
8
烹
蔦
S
是
の
π
系
δ
胃
>
"
小
臼
N
O

ム
.
⑧
S
声
奔
'
潮
醍
X
一
態
港
涼
工
系
δ
,
小
S
瓢
瀬
二
紗
嘉
ミ
働
芦
ン
ニ
n
N
O

m
.
@
S
事
n
ゴ
ル
0
d
呈
く
辻
虹
ゆ
昇
'
鷲
氏
一
か
許
ミ
舟
謡
癒
↓
か
n
化
0

"
詩
'
Σ
戦
至
六
、
畜
逢
ル
哀
令
上
尽
劃
>
'
'
小
n
ル
0

罵
易
究
浮
謡
鶚
歌
揃
驗
W
点
婁
W
中
S
厳
ル
S
鷲
蝶
讐
一

・
巨
即
凄
嘉
痴
澪
謎

・
凄
深
一
夘
浮
誇

・
鳳
挙
'
詞
嘉
嘉
鞭
窯
8
即
容
'
当
澄
頴
咲
県
ゆ
才

・
瀞
口
痴
浮
謡

S
壽
荒
蕪
六
歪
二
蒔
書

・
熱
送
雪
欝

当
分
告

該
処
勧

無

(
爆
風
)

無
無

・
圃
写
謡

・
酷
聿
闘
写
聨

・
一
§
今
誤
口
会
、
系
沓
の
染

・
棄
寓
冨
曼
」
醸
ヨ
蝋
匙
雪
聨

・
酎
郵
諜
S
詞
潮
S
壽
痴
π
至
↓
か
鉾
券

・
研
潮
評

・
凋
欝
園
淺
会
S
§
立
』
S
熟
一
苓
三
塗
二
鷲
券

・
劇
詩
粧
欝
憩
凱
四
、
系
駕

・
爵
牙
割
溢
鳶

・
区
網
今
耕
四
X
蕩
髪
の
誇

回
点
繍
閉
叩
S
藍
の
S
黙
民
聨
券

・
毒
広
ヌ
澪
染

・
寓
憂
鴛
蒔

・
副
駁
雌
S
原
潮
S
壽
南
き
至
"
ぴ
葉
券

・
適
知
凄
黒
痴
濁
駕

・
§
い
無
D
専
粋
藻
書
の
聨
・
美
持
粧
鷺
懲
凱
安
祭
瀞

・
国
見
煮
爲
謡

・
両
肝
弐
即
一
駕
磯

の
.
@
烈
咲
@
S
妻
升
溢
醍
X
尋
盡
晃
悌
針
"
織
淺
浬
π
烹
δ
謝
>
一
が
Π
N
O

↓
.
@
S
差
弄
,
識
男
墜
一
m
卦
三
謬
潮
淵
打
詔
δ
謬
ン
↓
小
臼
ル
0

伽
.
@
S
蓋
S
ネ
浬
S
潮
あ
濁
藻
π
索
小
溢
男
ル
存
,
水
8
ぎ
主
訂
0
て
バ
謎
書
S
湛
舟
π
縢
厶
<
埼
ヨ
S
建

側
震
N
が
欝
煮
S
辻
乞
"
"
浄
尋
か
譜
晃
"
ぐ
ふ
ず
S
d
紗
か
n
ル
0

※
S
声
三
升
甜
>
e
錢
C
Π
ル
0

寒
●
Π
S
遜
煮
昇
,
ン
、
一
一
▲
郭
ル
外
ぴ
Π
N
O

有
有

③
④
⑤

⑦
⑧



17 令和8年3月19日木曜日

※番

※医療機関(薬局)

①病院

②保険医療機関の管理者・管理薬剤師

健康保険法第70条の2第1項に掲げ
る保険医療機関の管理者の要件を満
たしている旨

科 名療診

⑤開設者(法人の場合は代表者)

健康保険法第65条第3項第1号、第

⑥ 3号から第5号までのいずれか(指
定欠格事由)に該当

医療法第30条のⅡの規定による勧告

医療法第30条の18の6の規定による
要請又は勧告

コード

療所 薬局

(表面)

保険医療機関

保険薬局
生活保護法指定医療機関

官

保険医・保険薬剤師・その他

報

⑨指定に係る病床種別ごとの病床数等

口

⑩
生活保護法の指定医療機関の申請を
併せて行う

上記のとおり申請します。
<千口 年 月 日

医師・歯科医師・保険医・薬保険医又は保険薬剤師

剤師・保険薬剤師・その他の登録の記号及ぴ番号

該当する法律名

(号外第58号)

保険医又は保険薬剤師
の登録の記号及ぴ番号

指定申請書

有・無

口

地方厚生(支)局長

・無左欄で有の場合

(うち、一般病床床、療養病床床、
床)

床
(特別の療養環境に係る病床床(個室

生活保護法第四条の2第2項第2号から第

⑪ 9号まで(指定欠格事由)に該当しない旨口
の誓約

開設者の氏名及び住所

(裏面)

記入上の注意

1.標題並びに①、②、⑤、⑥及び⑦の欄は、該当の文字を0で囲むこと。③、⑧、⑩、⑪及び⑫の欄は、該当する場合、口にチェックをすること。

ただし、⑥の欄にっいては、平成18年」0月1日前にした行為により罰金又は禁鈿以上の刑に処せられた場合は、無を0で囲むこと。

2.開設者が保険医療機関の管理者又は管理薬剤師であるときは、②の欄に斜線を引くこと。

3.③の欄は、保険医療機関の指定の場合に限タ、記入すること。

4.④の欄は、病院又は診療所に限り、その標梢する診療科名を記入すること。

5.⑥の欄に有と0で囲んだ場合は、該当する法律名を記載すること。また、内容欄に非該当となる年月日を記入すること。

健康保険法第65条第3項第3号の場合の該当法律

.健康保険法・船員保険法・医師法・歯科医師法・保健師助産師看護師法・医療法・私立学校教職員共済法

.国家公務員共済組合法・国民健康保険法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及ぴ安全性の確保等に関する法律・薬剤師法

.地方公務員等共済組合法・高齢者の医療の確保に関する法律・再生医療等の安全性の確保等に関する法律・慈床研究法
同項第5号の場合の該当法律

.健康保険法・船員保険法・国民健康保険法・高齡者の医療の確保に関する法律・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法
・厚生年金保険法・国民年金法

6.⑦及び⑨の欄は、病院又は病床を有する診療所に限り記入すること。

フ.⑧の柵は、病床を有さない診療所に限り記入すること。

8.⑨の欄の特別の療養環境に係る病床とは、その利用について法律の規定に基づく費用の額を超える金額の支払いを受ける病床をいうものであること。

9.⑩の生活保護法の指定医療機関の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律によ
る支援給付の指定医療機関の申請も兼ねるものであること。

10.⑪のうち、生活保護法第四条の2第2項第3号の場合の該当法律は以下のとおり。

.児童福祉法.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律・栄養士法・医師法・歯科医師法・保健師助産師看護師法

.歯科衛生士法.医療法.身体障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に閨する法律・社会福祉法・医葵品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律・薬剤師法・老人福祉法・理学療法士及び作業療法士法・柔道整復師法・社会福祉士及ぴ介護福祉士法・襲肢装具士法

介護保険法.精神保健福祉士法・言語聴覚士法・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

.高齡者虐待の防止、高齡者の養護者に対する支援等に関する法律・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

.障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律・子ども・子育て支援法・再生医療等の安全性の確保等に関する法律

.難病の患者に対する医療等に関する法律・公認心理師法・民問あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律・臨床研究法

Ⅱ.⑫欄は、申請を行う医療機関が、国の開設した医療機関又は法令の規定により国とみなして生活保護怯施行規則第 10 条第1項及ぴ第3項を適用する独立行政法人
等が開設した医療機関の場合にもチェックを入れること。

※の欄には、記入しないこと。

備考この用紙は、 A列4番とすること。

(法人の場合は、名称、代表者の職氏名及び主たる事務所の所在地)

口 ⑫国の開設した医療機関

殿

要請又は勧告に従っている

要請又は勧告に従0ていない

精神病床床、結核病床床、感染症病床

床、2人室床、3人室床、4人室

様
式
第
一
号
の
三
(
第
三
条
関
係
)

称
地
名

在

名
所
氏

ロ
ロ

容
日
等
日

月
者
月

年
権
年

当
分
告

内
該
処
勧

号

診

無

③
④

⑦
⑧

有
有



(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
ぴ
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
六
条
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
六
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

改

後

正

(
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
胆

第
十
八
条
の
七
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
(
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。
)
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
地
域
に
お
け
る
医
療
及
ぴ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

令
第
三
十
四
号
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
石
ぢ
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
ぴ
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
迭
と
い
う
J
第
十
四
条
第
四
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
J
第
十
四
条
第
四
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
)

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
)

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
J
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
J
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
)
」
と
、
「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

む
。
)
」
と
、
「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
冨
八
十
条
の
二
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
一
と
す
る
。

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
す
る
。

五
S
十
(
略
)

五
S
十
(
略
)

第
七
条
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

報

正

官

前

後

正

改

爰
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
胆

第
十
八
条
の
七
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
(
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。
)
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
)
第
十
四
条
第
四
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
)

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
)
」
と
、
「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
、
伺
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
す
る
。

五
S
十
(
略
)

則

改

(
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
翅

第
十
八
条
の
七
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
(
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
J
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
地
域
に
お
け
る
医
療
及
ぴ
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
元
年
厚
生
省

(
傍
線
部
分
ネ
改
正
部
分
)

正

改

(
支
援
給
付
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
等
の
適
胆

第
十
八
条
の
七
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
(
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
を

含
む
。
以
下
「
支
援
給
付
」
と
い
う
。
)
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
命
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

-
 
S
三
(
略
)

四
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
元
年
厚
生
省

令
第
三
十
四
号
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
J
第
十
四
条
第
四
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
)

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
J
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
)
」
と
、
「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
六
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
(
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
)
」
と
す
る
。

五
S
十
(
略
)

令和8年3月19日木曜日 (号外第58号)
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(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定
公
布
の
日

二
第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定
令
和
九
年
四
月
一
日

羅
過
措
違

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
(
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
J
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
医
療
法
凾
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
五
条
の
二
第
一
項
の

申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条
新
規
則
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
及
び
第
四
条
第
二
号
(
新
規
則
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
J
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
診

療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
申
請
又
は
届
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
(
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

報官

附
則

19 令和8年3月19日木曜日 (号外第58号)


